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加算税・延滞税について・・・繰り返した場合は罰金が重く 

 
  

修正申告や期限後申告をした場合は、いろいろなペナルティが課されます。 

今回は附帯税（ペナルティ）についてまとめてみました。これらの税金は納付をしても経費とな

りません。 

平成 28 年の税制改正において、加算税の制度が改正されました。（下記注①・②） 

 

名 称 課される場合 税率 

(増差本税に対して) 

不適用 

軽減 

備考 

過少申告加算税 期限内申告について、修正

申告・更正があった場合 

１０％ 

（期限内申告税額と

50 万のいずれか多い

金額を超える部分は

１５％） 

更正を予知

しない修正

申告（注①） 

５千円

未満不

徴収 

無申告加算税 ①期限後申告、決定があっ

た場合②期限後申告、決定

について修正申告、更正が

あった場合 

１５％（注②） 

（５０万円超の部分

は２０％）（注②） 

又更正、決定を予知

しない修正申告、期

限後申告は５％ 

法定申告期

限から２週

間以内にさ

れた一定の

期限後申告 

５千円

未満不

徴収 

 

不納付加算税 源泉徴収税額について、法

定納期限後に納付・納税の

告知があった場合 

１０％ 

（納税告知を予知し

ない法定納期限後の

納付は５％） 

法定納期限

から１カ月

以内にされ

た一定の納

付 

５千円

未満不

徴収 

重加算税 

 

過少申告税などが課される

場合において、仮装・隠ぺ

いにより申告している場合 

①過少申告加算税・

不納付加算税に代え

３５％（注②） 

②無申告加算税に代

え４０％（注②） 

 ５千円

未満不

徴収 

延滞税 法定納付期限までに完納し

ない場合など 

法定納期限から２カ

月以内は原則 7.3％

（注③）、その後は

14.6％（注④） 

 １千円 

未満不

徴収 

 

（注①）調査通知以後で更正・決定予知前に修正申告された場合は 5％（50 万超は 10％） 

（注②）過去５年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合は 10％加算 

（注③）例外・・・年 7.3％と「特例基準割合+１％」のいずれか低い割合 Ｈ29 年は年 2.7％ 

（注④）例外・・・年 14.6％と「特例基準割合+7.3％」のいずれか低い割合 Ｈ29 年は年 9％ 


